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平成２０年７月３０日 

 

各 位 

 

八戸市財政部管財契約課 

 

 

 

 工事請負契約約款第２５条第５項（単品スライド条項）の適用について 

 

 工事請負契約約款第２５条第５項の規定（単品スライド条項）について、下記のとおり

適用することとしましたので、お知らせします。 

 

 

記 

 

１． 適用日 

   平成２０年７月３０日 

 

２． 適用対象となる工事材料 

   鋼材類（Ｈ形鋼、異形棒鋼等） 

   燃料油（ガソリン、軽油等） 

 

３． 適用対象となる工事 

   以下の（１）～（３）の全てに該当する八戸市発注の工事 

（１） 適用日時点で施工中である工事、または適用日以降に発注する工事 

（２） 「鋼材類」と「燃料油」それぞれの品目について、品目ごとに算定した変動額

が、請負代金額の１％を超える工事 

（３） 原則として、請負代金額の変更請求から２ヶ月以上の残工期がある工事 

 

４． 適用対象としない工事部分 

   同条項に基づく請負代金額の変更請求日以前に既済部分検査が完了している工事

部分 

    ※「既済部分」とは、部分払の対象となる出来形部分並びに工事現場に搬入した

工事材料及び製造工場等にある工場製品をいう。 

 

５． 単品スライド額の算定方法 

   対象材料の搬入時、または購入時の実勢価格から、設計時点の実勢価格を差引いた

増額分に、適用対象となる設計数量を乗じた金額から、請負代金額の１％を控除した

金額とする。 
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６． 請負代金額の変更手続き 

単品スライドに係る請負代金額の変更請求は、工期末の２ヶ月前までに行うものと

する。 

ただし、工期末が平成２０年１０月３１日以前の工事については以下の経過措置を

とるものとする。 

（１） 工期末が平成２０年１０月３１日以前の工事については、工期満了前であって、 

  かつ平成２０年８月３１日までに変更請求を行うものとする。 

（２） ６．（１）において、残工期が２ヶ月未満の場合は、市と協議の上、変更請求 

の日から２ヶ月を限度として、工期の変更（延期）を行うことができるものとす

る。 

 

〔各工期末を有する現契約工事における経過措置のイメージ〕 

              7/30(適用日) 

工期末 

 

 

対 象     

 

 

 

             

７． 工事請負契約約款第２５条第５項（単品スライド条項）の運用基準 

別紙のとおり 

 

  

 【問い合わせ先】 

八戸市財政部管財契約課 

電話０１７８－４３－２１１１ 内線７２３、１７２ 

～7/29   7/30～10/31  11/1～ 

   

対象外 経過措置の対象と 

なる 

経過措置の対象と 

ならない 


